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【指摘事項１】中部電力と関西電力の契約受付におけるコスト差の説明 

（第７回電気料金審査専門会合での御指摘の概要） 
 契約受付コストについて、結果論的に中部電力が０．１１円増、関西電力が０．０３円増となっている。これま
で小売に整理していたものを託送に整理しているので絶対額として逆算すると中部電力は１３０数億円、関西
電力は４０数億円の受付コストになりかなりの差がある。ビジネス規模がそれほど違うわけではないが、３倍
の違いが出る理由はあるのか。 



○契約受付業務を構成する申込受付、工程管理等の業務に係るコストに両事業者間で２倍～４倍程度の違い
があり、これが両事業者の申込受付コストの差となっている 
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出所：中部電力、関西電力ヒアリング結果より事務局作成 
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契約受付で約2倍、工程管理で約3倍、
契約審査、異動登録・照合で約4倍の

コストの差が生じている。 
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３．（３）契約受付各業務の各社の申請概要 

契約受付の各業務の概要及び各社の今回・従来の業務区分  託送原価へ増加影響 

業務 業務の概要 
各社の今回 
の業務区分 

※ 

各社の従来の業務区分 

 
NW 

 
共通 小売 

①申込受付 
・窓口にて、需要家（電気工事店含む）から供給設備工事、契約
負荷設備変更等を伴う電気使用契約申込書を受付。申込書の
記載内容を確認するとともに、受付内容のシステムへ登録 

共通 - - 10社 

②工程管理 
・引込線や柱上変圧器など供給に必要な配電設備形成にあた
り、設備設計・選定を行うとともに、工期の調整や工事の手配・
管理を実施 

NW 東京 - 他9社 

③負担金算定 
・供給工事において工事費負担金が発生する場合には、負担
金を算定し請求 

NW 
（北陸のみ共通） 

東京 
関西 

- 他8社 

④契約審査 
・契約全般の内容について、適切に処理されたか（供給工事が
完了したか、工事負担金が発生する場合にはその受領が完了
したか等）審査を実施 

共通 
（北陸のみ小売） 

- - 10社 

⑤異動登録・照合 
・契約及び設備に係る情報についてシステムへの登録を行うと
ともに、登録内容の確認を実施 

共通 - - 10社 

注）  
※  今回の業務区分 
    北陸 ：負担金算定 当業務に含まれる１年未満契約の顧客への料金請求業務のみ小売に区分しているため、負担金算定を共通に区分 
       ：契約審査    当業務には、小売契約の審査の要素のみを集計、NWの要素のある審査業務は、申込受付に反映        
（出所：電気料金審査会合における各社提出資料、各社へのヒアリングの結果に基づき事務局作成） 
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○契約受付の各業務について、各電力会社の今回の業務区分は、基本的に一致している 
○東京電力は、従来より工程管理・負担金算定業務を配電部署が行い、関西電力では従来より負担金算
定業務を配電部署が行い、NWに整理していたため、当見直しでの託送原価への影響が小さく、その他
の電力会社では、従来これらの業務を小売に整理していたため、託送原価への影響が比較的大きくなっ
ている 

指摘事項６ 

第7回審査会合資料４スライド41の訂正スライド（赤字部分が訂正箇所） 
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